
子育て応援 生活情報掲示板健康ひろば

29 広報みはら 平成 24 年 5 月号

と
き　
17
日（
木
）10
時
～
15
時

と
こ
ろ  

サ
ン・シ
ー
プ
ラ
ザ（
３
階
）

内
容　
妊
娠･

出
産
に
つ
い
て
の
話
、

栄
養
講
座
、
調
理
実
習
な
ど

定
員　
15
人（
申
し
込
み
先
着
順
）

※
託
児
も
可
能
で
す
。（
要
予
約
）

申
し
込
み　
15
日（
火
）ま
で
に
保
健

福
祉
課（
☎
０
８
４
８・
67・
６
０

６
１
）へ

と
き　

３
日
を
除
く
火・
木
曜
日
10

時
～
12
時
、
13
時
～
15
時

と
こ
ろ　
サ
ン･

シ
ー
プ
ラ
ザ（
３
階
）

内
容　
乳
幼
児
の
発
達
や
子
育
て
相

談
、
専
門
機
関
の
紹
介
な
ど

対
象　
乳
幼
児
の
保
護
者

相
談
料　
無
料

※
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

申
し
込
み
先　
保
健
福
祉
課（
☎
０

８
４
８・67・６
０
６
１
）

①
11
日（
金
）10
時
～
11
時　
本
郷
ひ

ま
わ
り
保
育
所（
下
北
方
一
丁
目
）

②
18
日（
金
）10
時
～
11
時　
の
ぞ
み

（
紅
梅
保
育
所
北
側
、西
野
三
丁
目
）

③
22
日（
火
）10
時
～
11
時　
さ
ん
さ

ん
ま
り
ん（
さ
ん
さ
ん
ま
り
ん
保

育
園
内
、
港
町
三
丁
目
）

④
31
日（
木
）10
時
～
11
時　
チ
ェ
リ

ッ
シ
ュ（
さ
く
ら
保
育
園
内
、
宮

浦
六
丁
目
）

内
容　
身
体
測
定
、
育
児･

栄
養･

歯

科
相
談
、
遊
び
の
広
場

対
象　
乳
幼
児
と
そ
の
保
護
者

相
談
料　
無
料

用
意
す
る
物　
母
子
健
康
手
帳

問
い
合
わ
せ
先　
保
健
福
祉
課（
☎

０
８
４
８・67・６
０
６
１
）

と
き　
１
日・３
日
を
除
く
火・木
曜

日
10
時
～
12
時
、
13
時
～
16
時

と
こ
ろ 

サ
ン・シ
ー
プ
ラ
ザ（
４
階
）

内
容　
ふ
れ
あ
い
遊
び
、
絵
本
や
遊

具
遊
び
、
子
育
て
相
談
な
ど

対
象　
乳
幼
児
と
そ
の
保
護
者

参
加
費　
無
料

問
い
合
わ
せ
先　
保
健
福
祉
課（
☎

０
８
４
８・67・６
０
６
１
）

子
育
て
応
援
相
談

マ
タ
ニ
テ
ィ
ー
ス
ク
ー
ル

応援
子育て

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

で
の
子
育
て
相
談

連
休
の
小
児
科
救
急
当

番
医
院

子
育
て
支
援
サ
ロ
ン

連休の小児科救急当番医院

歯ーモニーフェア in みはら

４月から子ども手当は
　児童手当に変わりました 

と　き 医 療 機 関 名

3日（木）　９時〜12時30分、14時〜16時
わきた小児科（宮浦六丁目）
（☎0848・67・7999）

4日（金）８時30分〜17時30分
三原市医師会休日夜間急患診
療所（宮浦一丁目）
（☎0848・67・7040）

5日（土）９時〜12時、13時30分〜16時30分
興生総合病院（円一町二丁目）
（☎0848・63・5500）

6日（日）９時〜12時、13時〜16時30分
三原赤十字病院（東町二丁目）
（☎0848・64・8111）

　支給対象者や金額はこれまでと変わりませ
んが、６月分から所得制限が導入されます。
　３月31日現在、子ども手当を受給している
人は、手続きの必要はありません。ただし、
転入した人、出生などにより養育する児童が
増えた人などは、手続きが必要です。
●児童手当の概要
対�　象　０歳から中学校修了までの児童を養

育している人
支給月　６月･10月･来年２月
支給額　次の表のとおり
※金額は、児童一人当たりの月額。

と　き　６月９日（土）13時30分～16時
ところ　サン・シープラザ（３階）
内�　容　 歯科健康診査、歯科相談、ブラッシング指導、

フッ素洗口の実施指導、むし歯予防図画・ポスターコン
クール入賞作品表彰（16時～16時30分）、歯によい料理
の展示・試食など

歯科健康診査を受けませんか
内　容　①２歳児歯科健康診査②おとなの歯科健康診査
対�　象　①平成21年７月１日～平成22年６月30日生まれ

②20歳以上の人
用�意する物　①母子健康手帳、

２歳児歯科健康診査問診票
（ピンク色）②健康手帳（会場
にも用意）
申�し込み　７日（月）～25日（金） 

までに保健福祉課（☎0848・ 
67・6061�℻0848・67・5934）
へ

参加費 無料

4・5
月
分

３歳未満 15,000円
３歳以上の
　第１・２子 10,000円
３歳以上の
　第３子以降 15,000円
中学生 10,000円

６
月
分
か
ら

所得制限 限度額未満の人 限度額以上の人
３歳未満 15,000円

5,000円
３歳以上の
　第１・２子 10,000円
３歳以上の
　第３子以降 15,000円
中学生 10,000円

【注意】
　６月分以降の児童手当を受けるためには、現況
届の提出が必要です。該当者には、６月初旬に用
紙を送付します。
問い合わせ先　子育て支援課（☎0848・67・6045）


